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株式会社ガスパル近畿 （単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　目 金　　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流動資産 1,165,671 流動負債 612,096 

　　現金及び預金 653,578 　　買掛金 220,519 

　　売掛金 432,666 　　リース債務 9,901 

　　未収入金及び未収収益 21,663 　　未払金及び未払費用 80,707 

　　商品及び仕掛品 25,904 　　未払法人税等 163,753 

　　貯蔵品 13,184 　　預り金 10,133 

　　前払費用 18,358 　　賞与引当金 121,440 

　　その他 313 　　株式給付引当金 5,639 

固定資産 2,808,120 

　有形固定資産 2,650,303 固定負債 256,405 

　　建物及び構築物 2,596,034 　　リース債務 31,472 

　　工具器具備品 2,450 　　株式給付引当金 9,934 

　　リース資産 37,293 　　リース解約引当金 13,013 

　　建設仮勘定 14,524 　　資産除去債務 201,985 

　投資その他の資産 157,817 

　　長期前払費用 23,701 負 債 合 計 868,501 

　　前払年金費用 18,137 （ 純 資 産 の 部 ）

　　差入保証金 10,459 株主資本 3,105,290 

　　繰延税金資産 105,517 　資本金 110,000 

　利益剰余金 2,995,290 

　　利益準備金 22,880 

　　その他利益剰余金 2,972,410 

　　　繰越利益剰余金 2,972,410 

純 資 産 合 計 3,105,290 

資 産 合 計 3,973,791 負債・純資産合計 3,973,791 

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸　借　対　照　表
（令和７年３月31日現在）
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個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　　 ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　商品　　　　　　　　　最終仕入原価法による低価法

　　　　　仕掛品　　　　　　　　個別法による原価法

　　　　　貯蔵品　　　　　　　　個別法による原価法

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　　 ① 有形固定資産　　　　　　定率法

　　　　（リース資産を除く）　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

　　　　　　　　　　　　　　　　ついては、定額法を採用しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　建物附属設備　　　　　８～15年

　　　　　　　　　　　　　　　　　工具器具備品　　　　　２～20年

　　 ② リース資産　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

　　　　　　　　　　　　　　　　おります。

　(3) 引当金の計上基準

　　 ① 賞与引当金　　　　　　　従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額を計上しておりま

　　　　　　　　　　　　　　　　す。

　　 ② 退職給付引当金　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

　　　　　　　　　　　　　　　　務（及び年金資産）の見込額に基づき計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度における発生時の従業員の平均残

　　　　　　　　　　　　　　　　存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定率法により按分した

　　　　　　　　　　　　　　　　額を、発生した事業年度から損益処理しております。

　　 ③ 株式給付引当金　　　　　株式給付規定に基づく従業員に対する親会社（大東建託株式会社）

　　　　　　　　　　　　　　　　株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべ

　　　　　　　　　　　　　　　　き額を計上しております。

　　 ④ リース解約引当金　　　　NCU端末回線のFOMAサービス終了に伴い発生するリース解約金に備え

　　　　　　　　　　　　　　　　るため、更改計画に基づき2026年4月1日以降の未経過リース料相当

　　　　　　　　　　　　　　　　額を計上しております。

　(4) 重要な収益及び費用の計上基準

　　　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行

　　義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

　　①　ガス事業

　　　　売上高に含まれるガス事業は、ガス事業会計規則に基づき、毎月の検針により使用量を計量し、

　　　それに基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により計上しております。

　　②　完成工事高及び完成工事原価

　　　　売上高に含まれる完成工事高、売上原価に含まれる完成工事原価は、取引開始日から完全に履行

　　　義務を充足するまでの期間が短い工事であるため、完全に履行義務を充足した時点において認識し

　　　ております。

　(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　 ① 消費税等の会計処理　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　　 ② 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．当期純損益金額

　　 当期純利益　　　　　　 　　695,708千円
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